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○新潟市産業振興センター条例施行規則 

昭和62年3月31日 

規則第30号 

改正 平成12年3月28日規則第6号 

平成17年7月1日規則第173号 

平成19年3月30日規則第61号 

平成22年3月23日規則第3号 

(趣旨) 

第1条 この規則は，新潟市産業振興センター条例(昭和61年新潟市条例第42号。以下「条

例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第2条及び第3条 削除 

(平17規則173) 

(利用の許可) 

第4条 新潟市産業振興センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとす

るものは，別記様式第1号による申請書を指定管理者に提出しなければならない。 

2 前項の申請書の提出は，利用開始日の1年前から前日までの間に行わなければならない。 

3 指定管理者は，センターの利用を許可したときは別記様式第2号による許可書を交付す

るものとする。 

(平17規則173・一部改正) 

(利用の予約) 

第5条 センターを利用しようとするものは，前条第1項の規定により申請書を提出する前

に，あらかじめ別記様式第3号による予約申込書を指定管理者に提出し，センターの利用

の予約の申込みをすることができる。 

2 前項の予約は，その予約の申込みをしたものが指定管理者の指定する期日までにあらた

めて前条に規定する手続きを経て利用の許可を受けなければ，その効力を失う。 

(平17規則173・一部改正) 

(使用料の納付期日決定の申請) 

第6条 条例第4条第2項ただし書の規定により別に使用料の納付期日の決定を受けようと

するものは，別記様式第4号による使用料納付期日決定申請書を第4条の規定による申請

書の提出と同時に指定管理者に提出しなければならない。 

(平17規則173・一部改正) 
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(実費の徴収時期) 

第7条 条例別表備考第4項に規定する電気，ガス，水道，冷暖房又は電話を使用した場合

の実費はこれらの使用終了後，速やかに徴収する。 

(利用の許可の基準) 

第8条 センターの利用の許可は，その申請書が受理された順序によつてするものとする。

この場合において，2以上の申請書が同時に提出されたときは，抽せん又は協議によつて

その受理の順序を定める。 

2 指定管理者は，特別の理由があると認められる場合は，市長の承認を得て前項の規定に

よらないでセンターの利用を許可することができる。 

(平17規則173・一部改正) 

(利用中止の届出) 

第9条 センターの利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は，利用をやめよう

とするときは別記様式第5号による利用中止届出書を指定管理者に提出しなければなら

ない。 

(平17規則173・一部改正) 

(利用終了の届出) 

第10条 利用者は，センターの利用を終了したときは直ちに原状に回復し管理者に届け出

て点検を受けなければならない。 

(使用料の還付申請) 

第11条 条例第4条第3項の規定により使用料の還付を受けようとするものは，別記様式第6

号による申請書を市長に提出しなければならない。 

(使用料の免除申請) 

第12条 条例第4条第4項の規定により使用料の免除を受けようとするものは，別記様式第7

号による申請書を指定管理者に提出しなければならない。 

(平17規則173・一部改正) 

(指定管理者の指定の申請) 

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは，別記様式第8号による指定管理者指定

申請書により，市長に申請しなければならない。 

2 条例第8条第1項及び新潟市産業振興センター条例の一部を改正する条例(平成17年新潟

市条例第57号)附則第2項の規則で定める書類は，次に掲げるものとする。 

(1) 定款，寄附行為又はこれらに準ずるもの 



3/16 

(2) 役員名簿 

(3) 経営状況に関する書類 

(4) 納税を証する書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

(平17規則173・追加) 

(徴収委託) 

第14条 市長は，地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により，私

人に使用料の徴収の事務を委託すること(以下「徴収委託」という。)ができる。 

(平17規則173・追加) 

(徴収事務委託証) 

第15条 市長は，前条の規定により徴収委託をした者(以下「受託者」という。)に別記様式

第9号による産業振興センター使用料徴収事務委託証(以下「委託証」という。)を交付す

るものとする。 

(平17規則173・追加) 

(徴収委託の告示及び公表) 

第16条 市長は，第14条の規定により徴収委託をした場合は，その旨を新潟市公告式条例

(昭和25年新潟市条例第37号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して告示し，かつ，市公

報への登載その他の方法により公表しなければならない。 

(平17規則173・追加) 

(受託者の領収証書の交付) 

第17条 受託者は，徴収委託を受けた使用料を徴収した場合は，領収証書を納入義務者に

交付しなければならない。 

(平17規則173・追加) 

(徴収した使用料の払込み) 

第18条 受託者は，徴収した使用料を徴収した日の翌日(その日が休館日又は日曜日，土曜

日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき

は，これらの日の翌日)までに会計管理者又は指定金融機関，指定代理金融機関若しくは

収納代理金融機関に払い込まなければならない。 

(平17規則173・追加，平19規則61・一部改正) 

(徴収委託の解除) 

第19条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，徴収委託を解除するものとする。 
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(1) 受託者が不正な行為をした場合 

(2) 受託者が市長又は会計管理者の指示に従わなかつた場合 

(3) 受託者から徴収委託の解除の申出があつた場合 

(4) その他市長が徴収委託をすることが不適当であると認めた場合 

2 前項の規定により徴収委託を解除された者は，直ちに市長に委託証を返納しなければな

らない。 

3 第16条の規定は，第1項の規定により徴収委託を解除した場合に準用する。 

(平17規則173・追加，平19規則61・一部改正) 

(その他) 

第20条 この規則に定めるもののほか，センターの利用に関し必要な事項は，別に定める。 

(平17規則173・旧第13条繰下) 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は，条例の施行の日(昭和62年4月1日)から施行する。 

(平22規則3・旧附則・一部改正) 

(指定管理者の指定の特例に係る提出書類) 

2 条例附則第2項の規則で定める書類は，次に掲げるものとする。 

(1) 定款，寄附行為又はこれらに準ずるもの 

(2) 役員名簿 

(3) 経営状況に関する書類 

(4) 納税を証する書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

(平22規則3・追加) 

附 則(平成12年規則第6号) 

(施行期日) 

1 この規則は，平成12年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正前の新潟市産業振興センター条例施行規則に定める様式による申請書等の用紙は，

当分の間，使用することができるものとする。 

附 則(平成17年規則第173号) 

この規則は，平成18年4月1日から施行する。 
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附 則(平成19年規則第61号) 

この規則は，平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年規則第3号) 

この規則は，公布の日から施行する。 
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別記様式第1号(第4条関係) 

(平12規則6・全改，平17規則173・一部改正) 

別記様式第2号(第4条関係) 

(平12規則6・全改，平17規則173・一部改正) 

別記様式第3号(第5条関係) 

(平17規則173・一部改正) 

別記様式第4号(第6条関係) 

(平17規則173・一部改正) 

別記様式第5号(第9条関係) 

(平17規則173・一部改正) 

別記様式第6号(第11条関係) 

(平17規則173・一部改正) 

別記様式第7号(第12条関係) 

(平17規則173・一部改正) 

別記様式第8号(第13条関係) 

(平17規則173・追加) 

別記様式第9号(第15条関係) 

(平17規則173・追加) 

 


